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略　語 欧　文 和　文

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁

ARDI
Agriculture Reconstruction and Development 
Program for Iraq

イラク農業再建開発プログラム

AusAID
Australian Agency for International 
Development

オーストラリア国際開発庁

C/P Counterpart Personnel カウンターパート

ECIRP
Iraq Emergency Community Infrastructure 
Rehabilitation Project

イラク緊急地域経済基盤再建事業

GDP Gross Domestic Product 国内総生産

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

ドイツ国際協力公社

GNI Gross National Income 国民総所得

GNP Gross National Product 国民総生産

GOI Government of the Republic of Iraq イラク共和国政府

GOJ Government of Japan 日本国政府

ICARDA
International Center for Agricultural Research 
in the Dry Areas

国際乾燥地農業研究センター

INMA Revitalizing Agribusiness Sector 農業再生プログラム

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構

M/D Minutes of Discussion 討議議事録

M/M Minutes of Meeting 協議議事録

MoA Ministry of Agriculture 農業省

MoP Ministry of Planning 計画省

MoWR Ministry of Water Resources 水資源省

NCARE
National Center for Agricultural Research and 
Extension

ヨルダン国農業研究普及センター

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PMT Project Management Team プロジェクト・マネジメント・チーム

PO Plan of Operations 活動計画

R/D Record of Discussions 協議記録

SCoAI Supreme Committee of Agricultural Initiative 農業イニシアティブ最高評議会



UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画

USAID
United States Agency for International 
Development

米国国際開発庁

WUA Water Users Association 水利組合



事業事前評価表

国際協力機構農村開発部畑作地帯第二課

１．案件名

国　名：イラク共和国

案件名：灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト

Project for Spreading Water Users Associations for Efficient Use of Irrigation Water

２．事業の背景と必要性

（１）当該国における農業セクターの現状と課題

イラクでは、1980 年以降、3 度にわたる戦争により社会経済インフラは破壊され、10 年

以上に及ぶ経済制裁等により国内経済も後退したが、近年国際社会の支援を得つつ復興開発

が進んでいる。イラクは、国土の大部分が年降水量 250mm 以下の砂漠気候に属するが、中

近東地域においては比較的水資源に恵まれており、農業セクターは GDP の約 10％（2010 年

推定）
1
を占め、石油・ガス部門につぐ重要産業である。農地面積約 600 万ヘクタールは国土

の 13％を占め、このうち約 4 割はイラク北部に広がる天水耕地、残り 6 割はチグリス・ユー

フラテス川を水源とする中・南部の灌漑耕地である
2
。

しかし、農業生産基盤の老朽化、灌漑農地での塩類集積、農業技術・知識の不足などによ

り、農業の生産性が低位に留まっているのに加え、近年、近隣諸国において大規模ダムの開

発や灌漑開発が相次ぎ、イラク国内への河川流入量が大きく減少していることが問題視され

ている。また、不適切な水資源管理による利用可能水量の減少も大きな問題となっている。

そのため、水資源の効率的利用に向けての灌漑排水施設に関する維持管理技術の強化や最適

水配分の実施、節水意識の向上と節水技術の農業分野への導入などが喫緊の課題としてあげ

られている。水資源の約 9 割を消費しているとされる農業部門における効率的水利用の取り

組みは緊急性が高く、水資源管理と併せた包括的な視点から対処する必要がある。

これを受けて、現在、イラク側独自予算にて、イラク全国に水利組合を設立・普及する

ための水利組合普及事業（Spreading Water Users Association Project）（以下、「WUA 事業」）を

実施中である。WUA 事業では、灌漑施設の整備や関係者の能力開発を行っており、イラク

全国 18 県を 4 つのグループに分けて順次事業を開始している。そのため、本プロジェクト

では、同事業との相乗効果を目指し、同事業が既に開始されている 15 県を対象としている。

また、同事業は連邦政府水資源省が中心となり実施されていることから、本プロジェクトに

おける実施機関も同水資源省とする。

なお、水利組合の組織や活動を法的に規定するための法律は、2011 年 11 月現在、国会に

て審議中である。

1
　出典：「イラク国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」

2
　出典：イラク国「クルディスタン地域　農業・農村開発分野ファクトファインディング調査」結果
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（２）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ

2010 年に公表された「イラク国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」では、石油依存からの脱

却と経済多様化を掲げ、農業セクターのビジョンとして、食料安全保障のための国内生産の

振興、農業生産額の増加による農村部の貧困削減を掲げている。また、水資源開発分野にお

ける政策として、水資源の効率的利用と保全、近代的灌漑技術の普及、水利費徴収制度の導

入といった課題が挙げられているが、同政策の推進にあたって水利組合の設立・普及は極め

て重要な要素であり、本プロジェクトは同政策の下に位置付けられる。

（３）農業セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績

2003 年以降、我が国はイラクに対し、電力、石油、農業等のセクターで無償資金協力、

円借款、技術協力（本邦・第三国での研修）を実施してきた。また、技術協力においては治

安への懸念から日本人援助関係者がイラク国内にて活動することが出来なかったため研修ス

キームを活用してきた。

農業開発分野は、「対イラク共和国　事業展開計画（2010 年 8 月版）」において、協力方

針にある 4 つの重点分野のなかで非石油産業振興の一環として位置付けられている。またこ

れまで、本邦研修やシリア・エジプト・ヨルダン等における第三国研修を通じて、農業・農

村振興に寄与する人材の育成に取り組んできており、2006 年から 2008 年にかけて実施した

ヨルダン国イラク向け第三国研修「灌漑農地水管理」（通称「カルバラプロジェクト」）では、

水利組合制度並びに節水灌漑技術に関する研修を実施した。

また、今後、円借款「灌漑セクターローン」を通じてイラク全土にポンプ・建設機材を供

与する予定である。2011 年度からは、比較的治安が安定し日本人援助関係者の活動が可能

となったクルド地域において、「農業政策アドバイザー」（2011 年 9 月～ 2013 年 9 月）、「園

芸技術改善・普及プロジェクト」（2011 年 8 月～ 2016 年 8 月）、「食糧自給のための小麦生産

性改善プロジェクト」（2011 年 8 月～ 2015 年 2 月）といった技術協力プロジェクトを開始し

ており、上記円借款案件を通じて整備される灌漑施設の活用が想定されている。

本プロジェクトについては、対象地域への日本人援助関係者の派遣が未だ困難であるた

め、研修スキームを軸とした技術協力プロジェクトとすることで、研修による技術移転に加

えイラク国内での成果発現及び普及を目指す。また、上記円借款案件と相乗効果を発揮する

ことで開発効果の増大が期待されており、事業展開計画上の方針とも一致する。

（４）他の援助機関の対応

米国国際開発庁（USAID）は、2003-2006 年に実施したイラク農業再建開発プログラム

（ARDI：Agriculture Reconstruction and Development Program for Iraq）において、政府職員及び

農民に対し農業分野の研修を実施した。その後、ARDI を発展させた形で、農業セクターの

向上と近代化のために農業再生プログラム（INMA：Revitalizing Agribusiness Sector；2009 －

2011 年）を実施、農業の生産性向上・市場開拓等に取り組んでいる。

世界銀行は、2004 年にイラク緊急地域経済基盤再建事業（ECIRP；Iraq Emergency 
Community Infrastructure Rehabilitation Project）を承認し、2008 年まで実施した。ECIRP では、

資金の 75％を灌漑・排水関連に支出しており、地方水供給施設の改修や水資源管理に係る

研修等を実施している。同行は現在新支援方針の策定途上であるが、エネルギー産業単独依
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存からの脱却がバランスのとれた経済発展に不可欠との方向性を基本としており、引き続き

農業分野への関心が維持されるものと思われる。

オーストラリア国際開発庁（AusAID）は、国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）や大

学と連携し、2008 － 2010 年にイラク北部において天水利用による環境保全型穀類作付（麦

の不耕起栽培）の調査・研修を実施し、2011 － 2013 年にかけて普及を図っている。また、

中南部では 2010 － 2011 年にチグリス河流域の灌漑農地における土壌塩類調査を実施、2012
－ 2013 年にかけて土壌塩害管理技術の普及を図る予定。

フランスは 2010 － 2011 年にかけて、クルドでザブ河流域総合水資源管理プロジェクト

（Integrated Water Resource Management in the Greater Zab River Basin）を実施し、中長期的水需

給予測、多様な関係者による参加型水資源管理の提言、Web ベース構築などを実施。2011
－ 2012 年にかけてその普及を図りたいとしている。また、フランス開発庁（AFD）はザブ

河流域総合水資源管理プロジェクトにかかる流域開発に 1 億ユーロ規模の融資を検討してい

る他、ワーシト県クート地区の灌漑施設復旧に 1 億ユーロ規模の融資の可能性も検討してい

る。

３．事業概要

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、連邦政府及び対象 15県の関係機関職員、さらには一部の農民に対して①本邦・

第三国研修（本プロジェクトにて実施）及びイラク国内での研修（イラク側にて実施）、②

研修成果のイラク国内における実践（イラク側にて実施）、③同実践結果のモニタリング及

びフォローアップ（本プロジェクトにて実施）を包括的に実施することで、水利組合普及に

関わるイラク側関係機関のプロジェクト管理・指導能力や農民の意識の向上を図り、もって

対象県内における水利組合による適切な灌漑用水管理の実施に寄与するものである。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名

15 県（ナジャフ、カーディシーヤ、ワーシト、サラーハッディーン、キルクーク、アン

バール、ディヤーラ、バービル、ズィーカール、ニナワ、バグダッド、カルバラ、ムサン

ナー、ミサーン、バスラ）

※ 対象県において、研修参加者が先行して活動を開始するパイロットサイトを選定し、水

利組合設立・普及のためのパイロット事業を行う予定である。同パイロットサイトはプ

ロジェクト開始後に選定を予定。

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

・ 連邦政府関係機関（水資源省、首相府農業イニシアティブ最高評議会、計画省、農業省）

及び県関係機関（水資源局、農業局）職員　合計 200 名規模を想定

・農民　50 名規模を想定

（４）事業スケジュール（協力期間）

2012 年 3 月～ 2015 年 3 月を予定（計 37 ヶ月）
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（５）総事業費（日本側）

約 2.5 億円

（６）相手国側実施機関

連邦政府水資源省

※ 関係機関は上述の通り、連邦政府（水資源省、首相府農業イニシアティブ最高評議会、

計画省、農業省）及び県（水資源局、農業局）と多岐に渡るが、その中でも本プロジェ

クト実施にあたって中心的役割を果たす機関を実施機関として定める。

（７）投入（インプット）

１）日本側

①プロジェクトコーディネーター

②研修コーディネーター

③現地コーディネーター

④研修講師

⑤ 本邦、第三国等での研修経費（計約 30 回、1 回につき約 2 週間、上限 20 名程度の受入

を想定）

⑥機材供与（研修実施に必要な機材）

⑦現地経費（活動モニタリングのためのワークショップ開催費等）

２）イラク側

①カウンターパート

‐プロジェクトディレクター（水資源省）

‐プロジェクトマネージャー（水資源省）

‐プロジェクトコーディネーター（水資源省）

‐ 関係機関（水資源省、首相府農業イニシアティブ最高評議会、計画省、農業省、対象

15 県）の代表

②プロジェクト執務室及び設備

③イラク国内研修及びパイロット事業実施に必要な施設・資機材および活動費

④プロジェクト活動経費（研修参加者のイラク国内交通費等）

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境に対する影響／用地取得・住民移転

①カテゴリ分類：Ｃ

②カテゴリ分類の根拠：

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、

環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減

特になし。

３）その他

特になし。
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（９）関連する援助活動

１）我が国の援助活動

本プロジェクトにおいて第三国研修の実施を予定しているエジプトでは、「ナイルデルタ

水管理改善計画」（2000 年 3 月～ 2007 年 2 月）及び「水管理改善プロジェクトⅡ」（2008 年

6 月～ 2012 年 3 月）を実施し、水利組合普及支援を行ってきた。同プロジェクトの成果も

あり、エジプトにおいては水利組合による水資源管理の先行事例が機能しており、本プロ

ジェクトではその好事例を視察する予定である。

２）他ドナー等の援助活動

本プロジェクトにおいて第三国研修の実施を予定しているヨルダンでは、ドイツ国際協力

公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）が水利組合設立支援を行っ

ており、GIZ のプロジェクトサイト視察を想定している。

４．協力の枠組み

（１）協力概要

１）上位目標： プロジェクト対象県内の灌漑地域において、水利組合による適切な灌漑用水

管理 3 がなされる。

指標：・ 全ての対象県において水利組合が設立され、対象県全体で合計〇〇組織以上の

水利組合が設立、承認される。

・ 設立された全ての水利組合が、規定に基づき灌漑排水施設管理記録を作成、

更新する。

２）プロジェクト目標： パイロットサイトにおいて、水利組合による適切な灌漑用水管理が

なされる。

指標：・〇〇％のパイロットサイトにおいて水利組合が設立、承認される。

・ 設立された全ての水利組合が、規定に基づき灌漑排水施設管理

記録を作成、更新する。

３）成果及び活動

成果１：連邦政府及び対象県の関係機関 4 のプロジェクト管理能力が向上する。

指標：・ 全てのパイロットサイトにおいて研修内容を活用したアクションプランが提出

される。

・ 〇〇％のパイロットサイトにおいてアクションプラン実施に係るモニタリング

報告書が作成される

活動：1-1）関係機関職員に対し、プロジェクト管理に関する研修を行う。

1-2） パイロット事業の進捗をモニタリングし、関係機関職員に対してプロジェ

クト管理に関する助言を与える。

1-3）各パイロットサイトで得た教訓を関係者間で共有する。

3
　 水利組合メンバー間で水資源や灌漑排水施設の状況に関する情報共有・理解がなされ、メンバー自らにより施設の維持管理、水

の公平分配等が行われている状態を指す。
4
　連邦政府（水資源省、首相府農業イニシアティブ最高評議会、計画省、農業省）及び県（水資源局、農業局）
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成果２： 連邦政府及び対象県の関係機関の水利組合活動促進のための指導能力が向上

する。

指標：・ 研修参加者の〇〇％が研修内容に関する理解度確認テストに合格する。

・ 〇〇％のパイロットサイトにおいて水利組合活動促進に関する農民向けセミ

ナーが年〇〇回以上開催される。

活動：2-1）関係機関職員に対し、水利組合設立・運営管理に関する研修を行う。

2-2） 関係機関職員に対し、水利組合による灌漑排水施設維持管理に関する研修

を行う。

2-3）�関係機関職員に対し、水利組合設立・運営管理及び水利組合による灌漑排

水施設維持管理の普及方法に関する研修を行う。

2-4）�パイロット事業の進捗をモニタリングし、関係機関職員に対して水利組合

設立・運営管理及び水利組合による灌漑排水施設維持管理に関する助言を

与える。

2-5）�パイロットサイトの代表農家に対し、水利組合活動に関する研修を行う。

※  2-5）は、関係機関職員によるパイロットサイトでの指導の円滑化を促す主旨

でパイロットサイトの代表農家に第三国の成功例等を研修させるものである。

成果３： 連邦政府及び対象県の関係機関の適切な灌漑農業実施に係る指導能力が向上

する。

指標：・研修参加者の〇〇％が研修内容に関する理解度確認テストに合格する。

・ 〇〇％のパイロットサイトにおいて灌漑農業技術に関する農民向けセミナー

が年〇〇回以上開催される。

活動：3-1）関係機関職員に対し、灌漑農業技術に関する研修を行う。

3-2）関係機関職員に対し、灌漑農業技術の普及方法に関する研修を行う。

3-3） パイロット事業の進捗をモニタリングし、関係機関職員に対して灌漑農業

技術及びその普及方法に関する助言を与える。

3-4）パイロットサイトの代表農家に対し、灌漑農業技術に関する研修を行う。

※  3-4）は、関係機関職員によるパイロットサイトでの指導の円滑化を促す主旨

でパイロットサイトの代表農家に第三国の成功例等を研修させるものである。

４）プロジェクト実施上の留意点

・ プロジェクト目標を達成するためには、水利組合メンバーとなる農民自身が、水利組合

活動の意義や、水を有効利用するための灌漑農業技術について理解・実践することが重

要である。そのためには、行政機関が広く計画的にそれらの知見を農民に指導・普及す

る必要がある。よって、本プロジェクトの関係機関が、普及のためのプロジェクト管理

能力（成果１）、水利組合活動促進のための指導能力（成果２）、適切な灌漑農業実施に

係る指導能力（成果３）を向上させることで、農民の理解と活動の促進につながり、ひ

いては水利組合による適切な灌漑用水管理の実現に貢献するものと考えられる。

・ 各指標の基準値及び目標値は、プロジェクト開始後に実施するキックオフワークショプ

等を通じてパイロットサイトの情報収集を行ったうえで、プロジェクト開始後 6 か月以

内に具体的数値を設定し、合同調整委員会（JCC）にて承認を得る予定。

・ イラク国内の治安状況等により、プロジェクトサイトへの日本人専門家の派遣が困難で
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あるため、現場での成果発現のためにはイラク側による主体的な活動（研修成果の実践

及び普及）が不可欠である。そのため、イラク側への働きかけと活動状況のモニタリン

グ・フォローアップのためのプロジェクト専属要員をイラク国内に配置するなど、プロ

ジェクト運営面で留意する必要がある。

・ 同様の理由により、本プロジェクトではプロジェクトサイトにて日本人が直接活動状

況及び指標のモニタリングを行うことができないため、モニタリング・評価にあたって

は、カウンターパートや WUA 事業関係者との連携に留意するとともに、各種レポート

やビデオ・写真等の視聴覚ツールを活用する。

・ 本プロジェクトの対象県は、WUA 事業が既に開始されている（すなわち、水利組合設

立・普及に向けた準備が比較的進んでいる）15 県としており、クルド自治区 3 県は対

象に含まれていない。しかしながら、連邦政府は今後同事業をクルド 3 県にも展開する

予定であり、本プロジェクトの進捗や成果が連邦政府よりクルド自治政府に共有される

よう、日本側から働きかける必要がある。

・ 本プロジェクトでは、対象 15 県を 3 つのグループに分け、年度ごとに順次研修を実施

していく予定であるが、各年度の対象県・対象者については毎年の JCC において都度

確認し、研修効果が円滑かつ均等に各対象県にもたらされるように留意する。なお、こ

れにより、研修実施時期によってプロジェクト進捗状況に差が出るため、本プロジェク

トの終了時評価にあたっては、グループごとに異なる指標を設定し評価することも想定

される。

・ パイロットサイトは、イラク側のイニシアティブにより提案され、キックオフワーク

ショップにてその選定基準も含め協議・確認し、毎年の JCC にて合意する予定。なお、

パイロットサイトは大規模灌漑地区の一部に位置することも考えられるが、水源自体の

利用可能量、上下流地区との競合度合を見極め、水利組合普及による展示効果が期待で

きる地区を選定する必要がある。

・ パイロットサイトでは、イラク側の独力で水利組合設立・普及のためのパイロット事業

を行う予定であり、本プロジェクトでは、パイロット事業実施のための技術移転に係る

支援と、パイロット事業の進捗モニタリング及び助言を行う。

・ 研修計画の策定にあたっては、各対象県の営農・作付体系の特徴を考慮した研修プログ

ラム及び研修実施場所とする点に留意する。

（２）その他インパクト

本プロジェクトによって達成される成果は上述のイラク側独自事業に活用・反映される予

定であり、これにより同事業の推進及び成果発現が加速されることが期待される。また、こ

れを通じ、「イラク国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」にて掲げられている水資源の効率的利

用促進に貢献すると考えられる。

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）

（１）事業実施のための前提

①研修参加者の海外渡航が制限されない。
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②政治及び治安状況が急激に悪化しない。

（２）成果達成のための外部条件

①既存の灌漑・排水施設の維持管理状況が急激に悪化しない。

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件

① 協力期間内に水利組合に係る法律が制定される。

② 治安状況の悪化や自然災害によって、研修参加者のパイロットサイトにおける活動が阻害

されない。

③ 対象県において灌漑・排水施設整備が計画通りに進められ、そのための予算や人材が確保

される。

（４）上位目標達成のための外部条件

①治安状況の悪化や自然災害によって、研修参加者の対象県における活動が阻害されない。

②水利組合普及に係るイラク連邦政府の政策が変更されない。

６．評価結果

本事業は、イラクの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画

の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

本プロジェクト実施にあたっては、2006 年から 2008 年にかけて実施したカルバラプロジェク

トの知見及び同プロジェクトによって育成された人材を積極的に活用することが期待される。カ

ルバラプロジェクトでは、カウンターパートチーム（Project Management Team）24 名に対し数種

類の研修を繰り返し実施したことで、研修効果の定着と帰国後の着実な活動実施を担保できた。

従って、本プロジェクトにおける研修でもその経験を活かした研修計画策定を行う。

また、同研修では①水利組合が機能している近隣諸国での研修及び事例視察、②農民研修とい

う形で一部農民も研修対象者に含めたこと、が水利組合に対する関係者の理解促進において効果

的であったとの評価があることから、本プロジェクトにおいても同様に農民対象の第三国研修や

国内研修を実施する。

８．今後の評価計画

（１）今後の評価に用いる主な指標

４．（１）のとおり。

（２）今後の評価計画

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価

事業終了 3 年後 事後評価
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第１章　調査の概要

１－１　背　景

2005 年 7 月に、アンマン（ヨルダン）にてイラク共和国（以下、「イラク」と記す）の水資源

分野の諸課題について話し合う「水フォーラム」が開催され、そのなかで、イラク連邦政府から

水利組合（Water Users Association：WUA）設立と節水灌漑技術への技術支援が要請された。そし

て 2005 年 12 月には再度アンマンにてワークショップが開催され、同分野に対する技術協力の具

体的内容が検討された。

その結果、JICA は 2006 年から 2008 年にかけてヨルダン国イラク向け第三国研修「灌漑農地

水管理」を中心に、合計 24 名の研修員（連邦政府関係省庁及びカルバラ県関係者）を本邦及び

第三国（ヨルダン、シリア、エジプト）に受け入れ、WUA 制度並びに節水灌漑技術に関する研

修を実施した（通称「カルバラプロジェクト」）。その目的は以下 2 点である。

（１）イラク人技術者〔計画省（Ministry of Planning：MoP）、農業省（Ministry of Agriculture：
MoA）、水資源省（Ministry of Water Resources：MoWR）〕や農民に効率的な水利用管理のため

の手法や、おのおのの水・土壌環境に適した農作物の選定・計画的な作付け・節水灌漑等に

係る技術の移転を図ること。

（２）研修員が、移転された技術を活用してイラク国内（中部カルバラ県）でパイロット・プロ

ジェクトを実施するための計画（案）を策定し、同案に基づいてイラク側が独自にパイロッ

ト・プロジェクトを実施すること。

その結果、イラク連邦政府は独自に、カルバラ県において WUA 制度並びに節水灌漑技術に関

するパイロット・プロジェクトを開始した。さらには首相府下に「農業イニシアティブ最高評議

会（Supreme Committee of Agricultural Initiative：SCoAI）」を設置し、JICA 技術協力によって得た

知見をカルバラ県から他県に普及していくための水利組合普及プロジェクト（以下、WUA プロ

ジェクトと称す）を第 1 ステージの対象 5 県にて開始した。

2010 年 1 月には、JICA はヨルダンにイラク側関係者（SCoAI、MoP、MoA、MoWR、カルバラ

県及び第 1 ステージ 5 県の水資源局、農業局、その他関係者）を招いてカルバラプロジェクトの

フォローアップワークショップを開催した。その場で、カルバラプロジェクトの成果が確認され

るとともに、成果を普及するにあたっての課題も明らかになり、後継案件の立ち上げについて連

邦政府側より強い要望があった。その後、2010 年度要望調査にて「灌漑用水効率的利用のため

の水利組合普及プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」という）について正式要請がなされ、

2011 年 6 月に正式採択・通報がなされた。

１－２　目　的

（１）プロジェクトの詳細計画（案）をイラク側関係機関とともに策定し、PDM・PO・R/D 案

を作成する。

（２）上記 PDM・PO・R/D 案を含む M/M について合意・署名する。
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１－３　団員構成

氏　名 担当分野 所属先

三部　信雄 総括／灌漑 JICA 国際協力専門員

中林　一夫 営農／農民組織 JICA 専門家（イラン）

井口　邦洋 協力企画 JICA 農村開発部畑作地帯第二課

１－４　調査日程

2011 年 10 月 22 日（日）～ 10 月 28 日（木）

月　日
行　程

午　前 午　後

10 月 22 日（土） バグダッド着
JICA イラク事務所との打合せ

団内での打合せ

10 月 23 日（日）（1 日目） イラク側関係機関（SCoAI、MoP、MoWR、MoA）との協議

10 月 24 日（月）
（2 日目） イラク側関係機関（各県代表者）とのワークショップ（各県代表

者からのプレゼンテーションを含む）

10 月 25 日（火）（3 日目） 第１回 M/M 案・R/D 案協議

10 月 26 日（水）（4 日目） 第２回 M/M 案・R/D 案協議 第３回 M/M 案・R/D 案協議

10 月 27 日（木）（5 日目） M/M 署名 JICA イラク事務所、大使館報告

10 月 28 日（金） バグダッド発

１－５　調査上の制約

イラクの治安上の制約から、調査団として灌漑施設や現地農家の視察を実施することはでき

ず、「１－４　調査日程」のとおり、7 日間という短い期間でイラク関係者と協議のみをする調

査形態となった。協議において各県関係者から灌漑施設の利用実態や現地農家の様子などのプレ

ゼンテーションはあったものの、一般的な詳細計画策定調査と比較して、現地における情報収集

に制約があった点は明記したい。

－ 2 －



第２章　協力プロジェクトの概要

２－１　プロジェクト実施の背景

２－１－１　現状と課題

イラクでは、1980 年以降、3 度にわたる戦争により社会経済インフラは破壊され、10 年以

上に及ぶ経済制裁等により国内経済も後退したが、近年国際社会の支援を得つつ復興開発が進

んでいる。イラクは、国土の大部分が年降水量 250mm 以下の砂漠気候に属するが、中近東地

域においては比較的水資源に恵まれており、農業セクターは GDP の約 10％（2010 年推定）
1
を

占め、石油・ガス部門につぐ重要産業である。農地面積約 600 万 ha は国土の 13％を占め、こ

のうち約 4 割はイラク北部に広がる天水耕地、残り 6 割はチグリス・ユーフラテス川を水源と

する中・南部の灌漑耕地である
2
。

しかし、農業生産基盤の老朽化、灌漑農地での塩類集積、農業技術・知識の不足などによ

り、農業の生産性が低位にとどまっているのに加え、近年、近隣諸国において大規模ダムの開

発や灌漑開発が相次ぎ、イラク国内への河川流入量が大きく減少していることが問題視されて

いる。また、不適切な水資源管理による利用可能水量の減少も大きな問題となっている。その

ため、水資源の効率的利用に向けての灌漑排水施設に関する維持管理技術の強化や最適水配分

の実施、節水意識の向上と節水技術の農業分野への導入などが喫緊の課題として挙げられてい

る。水資源の約 9 割を消費しているとされる農業部門における効率的水利用の取り組みは緊急

性が高く、水資源管理と併せた包括的な視点から対処する必要がある。

なお、WUA の組織や活動を法的に規定するための法律は、2011 年 10 月現在、国会にて審

議中である。

２－１－２　イラクでの国家計画との関係

2010 年に公表された「イラク国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」では、石油依存からの脱却

と経済多様化を掲げ、農業開発分野のビジョンとして、食料安全保障のための国内生産の振

興、農業生産額の増加による農村部の貧困削減を掲げている。また、水資源開発分野における

政策として、水資源の効率的利用と保全、近代的灌漑技術の普及、水利費徴収制度の導入と

いった課題が挙げられている。これらの政策の推進にあたって WUA の設立・普及は極めて重

要な要素であり、本プロジェクトはこれらの政策の下に位置づけられる。

２－１－３　わが国援助政策との関連、JICA 国別援助実施方針上の位置づけ

2003 年以降、わが国はイラクに対し、電力、石油、農業等のセクターで無償資金協力、有

償資金協力、技術協力を実施してきた。技術協力においては治安への懸念から日本人援助関係

者がイラク国内にて活動することができなかったため、本邦・第三国での研修を実施してき

た。

農業開発分野は、「対イラク共和国　事業展開計画（2010 年 8 月版）」において、協力方針

にある 4 つの重点分野のなかの非石油産業振興の一環として位置づけられている。またこれま

1
　出典：「イラク国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」

2
　出典：イラク国「クルディスタン地域　農業・農村開発分野ファクトファインディング調査」結果
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で、本邦研修やシリア・エジプト・ヨルダン等における第三国研修を通じて、農業・農村振興

に寄与する人材の育成に取り組んできており、2006 年から 2008 年にかけて実施したヨルダン

国イラク向け第三国研修「灌漑農地水管理」（通称「カルバラプロジェクト」）では、WUA 制

度並びに節水灌漑技術に関する研修を実施した。

また今後、円借款「灌漑セクターローン」を通じてイラク全土にポンプ・建設機材が整備さ

れる予定である。2011年度からは、比較的治安が安定し日本人援助関係者の活動が可能となっ

たクルド地域において、「農業政策アドバイザー」（2011 年 9 月～ 2013 年 9 月）、「園芸技術改善・

普及プロジェクト」（2011 年 8 月～ 2016 年 8 月）、「食糧自給のための小麦生産性改善プロジェ

クト」（2011 年 8 月～ 2015 年 2 月）といった技術協力プロジェクトを開始しており、上記円借

款案件を通じて整備される灌漑施設の活用が想定されている。

本プロジェクトについては、対象地域への日本人援助関係者の派遣がいまだ困難であるた

め、研修スキームを軸とした技術協力プロジェクトとすることで、研修による技術移転に加え

イラク国内での成果発現及び普及をめざす。また、上記円借款案件と相乗効果を発揮すること

で開発効果の増大が期待されており、事業展開計画上の方針とも一致する。

２－１－４　他ドナーの支援状況

米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）は、2003 年から

2006 年に実施したイラク農業再建開発プログラム（ARDI）において、政府職員及び農民に対

し農業分野の研修を実施した。その後、ARDI を発展させたかたちで、農業セクターの向上と

近代化のために農業再生プログラム（INMA）を 2009 年から 2011 年に実施し、農業の生産性

向上・市場開拓等に取り組んでいる。

世界銀行は、2004 年にイラク緊急地域経済基盤再建事業（ECIRP）を承認し、2008 年まで実

施した。上記事業では、資金の 75％を灌漑・排水関連に支出しており、地方水供給施設の改

修や水資源管理に係る研修等を実施している。同行は現在新支援方針の策定途上であるが、エ

ネルギー産業単独依存からの脱却がバランスのとれた経済発展に不可欠との方向性を基本とし

ており、引き続き農業分野への関心が維持されるものと思われる。

オーストラリア国際開発庁（Australian Agency for International Development：AusAID）は、

国際乾燥地農業研究センター（International Center for Agricultural Research in the Dry Areas：
ICARDA）や大学と連携し、2008 年から 2010 年にイラク北部において天水利用による環境保

全型穀類作付け（麦の不耕起栽培）の調査・研修を実施し、2011 年から 2013 年にかけて普及

を図っている。また、中南部では 2010 年から 2011 年にチグリス河流域の灌漑農地における土

壌塩類調査を実施、2012 年から 2013 年にかけて土壌塩害管理技術の普及を図る予定。

フランス開発庁（Agence Française de Développement：AFD）は 2010 年から 2011 年にかけて、

クルドでザブ河流域総合水資源管理プロジェクトを実施し、中長期的水需給予測、多様な関係

者による参加型水資源管理の提言、Web ベース構築などを実施。2011 年から 2012 年にかけて

その普及を図りたいとしている。また、AFD はワーシト県クート地区の灌漑施設復旧につい

ても 1 億ユーロ規模の融資の可能性も検討している。

２－１－５　WUA プロジェクトの進捗状況

現在、イラク側独自資金で WUA プロジェクトをイラク全土に適用すべく、灌漑施設の整備
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状況及び計画準備状況・地域バランスなどを考慮して、対象県を 4 つのステージに分けて順次

プロジェクトを開始している
3
（第 4ステージは計画段階である）。1県につき 2カ所のプロジェ

クトサイトを設けている場合もあり、対象は調査時点の合計で 15 県 17 サイトとなっている。

県ごとに WUA  6 人、MoA  4 人の計 10 人で構成されるプロジェクト・マネジメント・チーム

（Project Management Team：PMT）を結成している。カルバラプロジェクトの経験・知見を踏ま

えつつ、各県において計画立案、基礎調査、PMT メンバーの能力開発、施設整備といったプ

ロセスでプロジェクトを実施中である。

第 1 ステージ対象県では計画立案、基礎調査、PMT メンバーの能力開発まで終了している。

施設については、計画に基づき今後整備を行っていく予定である。WUA が既に組織されてい

るという県もあるが、WUA の法人格に係る法的整備（国会審議中）を待って法人登録が行わ

れる予定である。第 2・3 ステージは多くの県で計画立案・基礎調査まで終了しているものの、

能力開発の進捗状況については県によってばらつきがある。第 4 ステージについては、これか

らプロジェクトを開始する予定であり、他県に比べると進捗に差がある。

多くの県で、WUA 設立に向けた農民とのミーティングを行っており、既に WUA が組織さ

れている県もあった。ただし、WUA に関する法律が現在国会で審議中とのことであり、正式

な法人格を得ておらず、水配分や水利費徴収などの実質的な活動は開始していない。なお、同

法律の承認時期は未定であるが、イラク側関係者によると「2 ～ 3 カ月以内には承認される見

込み」とのことであった。

課題はあまり多くは挙げられなかったが、一部の県からは、予算の不足や研修に参加す

る PMT メンバーの移動手段の欠如、農家や地主の反対（理解不足）、農地所有権の未確認や

MoWR と MoA との連携不足等の課題が挙げられた。

２－２　プロジェクトの基本計画

２－２－１　協力概要

本プロジェクトでは「パイロット・プロジェクトの活動を通じて、WUA による適切な灌漑

用水管理が推進されるための実施機関の管理指導能力が備わる」ことを目標とし、本邦及び第

三国における研修を主な活動・投入とする。

年度・テーマごとに中央・対象県から 20 名程度の関係者に本邦及び第三国にて研修を実施

し、研修を受けた関係者が現地で WUA プロジェクトの実践・フィードバックのプロセスを繰

り返すことで WUA 普及に係る技術の定着・移転を図る。治安等の問題からイラク国内に日本

人専門家を長期派遣することは困難なため、コンサルタント等による本邦ベースでの運営管理

を行い、必要に応じてコンサルタントが出張し、研修・モニタリング・フィードバックを行う

予定である。

3
　 第 1 ステージ（5 県：ナジャフ、カーディシーヤ、ワーシト、サラーハッディーン、キルクーク）

第 2 ステージ（4 県：アンバール、バービル、ディヤーラ、ズィーカール）

第 3 ステージ（6 県：ニナワ、バグダッド、カルバラ、ミサーン、ムサンナー、バスラ）

第 4 ステージ（3 県：エルビル、ドホーク、スレイマニア）
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２－２－２　協力の枠組み

【プロジェクト名】

「灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト」

【協力期間】

3 年間

【対象地域】

15 県（WUA プロジェクトの第 1 ステージ～第 3 ステージ対象県）

【実施機関】

水資源省（MoWR）
【受益者】

イラク政府関係機関（SCoAI、MoP、MoWR、MoA、県関係者、農民）

【上位目標】

「プロジェクト対象県内の灌漑地域において、水利組合による適切な灌漑用水管理がなされ

る」

【プロジェクト目標】

「パイロットサイトにおいて、水利組合による適切な灌漑用水管理がなされる」

【成　果】

１．連邦政府及び対象県の関係機関のプロジェクト管理能力が向上する。

２．連邦政府及び対象県の関係機関の水利組合活動促進のための指導能力が向上する。

３．連邦政府及び対象県の関係機関の適切な灌漑農業実施に係る指導能力が向上する。

２－２－３　実施に係る留意事項

プロジェクト目標を達成するためには、WUA メンバーとなる農民自身が、WUA 活動の意義

や、水を有効利用するための灌漑農業技術について理解・実践することが重要である。そのた

めには、行政機関が広く計画的にそれらの知見を農民に指導・普及する必要がある。よって、

本プロジェクトの関係機関が、普及のためのプロジェクト管理能力（成果１）、WUA 活動促進

のための指導能力（成果２）、適切な灌漑農業実施に係る指導能力（成果３）を向上させるこ

とで、農民の理解と活動の促進につながり、ひいては WUA による適切な灌漑用水管理の実現

に貢献するものと考えられる。

各指標の基準値及び目標値は、プロジェクト開始後に実施するキックオフワークショプ等を

通じてパイロットサイトの情報収集を行ったうえで、プロジェクト開始後 6 カ月以内に具体的

数値を設定し、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）にて承認を得る予定。

イラク国内の治安状況等により、プロジェクトサイトへの日本人専門家の派遣が困難である

ため、現場での成果発現のためにはイラク側による主体的な活動（研修成果の実践及び普及）

が不可欠である。そのため、イラク側への働きかけと活動状況のモニタリング・フォローアッ

プのためのプロジェクト専属要員をイラク国内に配置するなど、プロジェクト運営面で留意す

る必要がある。また治安状況の悪化等で、相手国実施機関やパイロット地域農家等の活動に影

響がでることも十分考えられる。不安定な情勢でのプロジェクト活動となるため、現状に応じ

て協力枠組みを変更するなど、柔軟なプロジェクト管理が求められる。

同様の理由により、本プロジェクトではプロジェクトサイトにて日本人が直接活動状況及び
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指標のモニタリングを行うことができないため、モニタリング・評価にあたっては、カウン

ターパート（Counterpart：C/P）や WUA プロジェクト関係者との連携に留意するとともに、各

種レポートやビデオ・写真等の視聴覚ツールを活用する。

本プロジェクトでは、対象 15 県を 3 つのグループに分け、年度ごとに順次研修を実施して

いく予定であるが、各年度の対象県・対象者については毎年の JCC において都度確認し、研

修効果が円滑かつ均等に各対象県にもたらされるように留意する。なお、これにより、研修実

施時期によってプロジェクト進捗状況に差がでるため、本プロジェクトの終了時評価にあたっ

ては、グループごとに異なる指標を設定し評価することも想定される。

パイロットサイトは、イラク側のイニシアティブにより提案され、キックオフワークショッ

プにてその選定基準も含め協議・確認し、毎年の JCC にて合意する予定。なお、パイロット

サイトは大規模灌漑地区の一部に位置することも考えられるが、水源自体の利用可能量、上下

流地区との競合度合を見極め、WUA 普及による展示効果が期待できる地区を選定する必要が

ある。またパイロットサイトでは、イラク側の独力で WUA 設立・普及のためのパイロット事

業を行う予定であり、本プロジェクトでは、パイロット事業実施のための技術移転に係る支援

と、パイロット事業の進捗モニタリング及び助言を行う。
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第３章　団長所感

JICAは、2006年から 2008年にかけて、ヨルダン国イラク向け第三国研修「灌漑農地水管理」（通

称「カルバラプロジェクト」）を実施した。イラク側による、「カルバラプロジェクト」への評価

は極めて高く、調査団来訪前の 2011 年 10 月 19 日にバグダッドで開催された「水利組合（WUA）

プロジェクト」のシンポジウムにおいても、他の援助機関からの出席者が多くいるなかで特に

JICA の貢献が高く評価され、感謝の意が表されたうえ、ドナーとしては唯一記念品を授領して

いる。この背景には、気候変動や上流近隣国での水源開発に伴い深刻化する水不足に対し、特に

多くの水量を利用する農業分野における「効率的水利用」が喫緊の課題となっていること、さら

に、同課題において広範な効果が期待できる「WUA 普及」における日本の経験及び技術に対す

る期待の大きさがある。

「カルバラプロジェクト」以降、イラク政府は首相府の下に農業イニシアティブ最高評議会

（SCoAI）を設立し、その事業の一環として「WUA プロジェクト」の全国展開を開始した。この

プロジェクトでは、「カルバラプロジェクト」の研修プログラム及び研修員を「WUA 普及に向

けた基礎コース」として展開・活用しており、本年中に連邦下 15 県への研修を完了する見込み

である。本調査期間中にもイラク側が 15 県の代表者を招集してワークショップを開催し、これ

までの成果及び今後の課題が示された。今般の技術協力プロジェクトは、これら 15 県を対象に、

「応用コース」として WUA の運営・活動強化に焦点を当て、パイロットサイトを設定のうえ実

践的アプローチで技術移転を図るものである。

イラクでは、前述の「水不足」を背景に、「水資源管理、開発」に係るさまざまな調査、プロ

ジェクトが実施されているが、これらには、広大な流域管理・開発、近隣国との調整などに多大

の時間と投資を要し、長期的視点が求められる。一方、「現存する水資源の効率利用」は、低投

資、効果発現の迅速性などの利点があり、また、日本の技術を適用しやすい課題でもある。今回

の協議においては、イラク側より、「トルコでの第三国研修を通じて、同じ水資源（流域）を利

用する国として問題意識を共有したい」との意向が示されたが、研修が実現すれば、本プロジェ

クトの大きなインパクトにつながる可能性もあろう。

「長期専門家の不在」、「遠隔管理」など、実務面では困難も予想される技術プロジェクトでは

あるが、イラク側の期待及び持続性、ニーズの高さ、期待されるインパクトの大きさにかんが

み，関係者の支援・協力を得つつ、速やかにプロジェクトが実施されることを願うものである。
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